
スクールカウンセラー及びスクールカウンセラー・スーパーバイザ

ーに関する要綱

（目的）

第１条  この要綱は、川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規

則（令和２年川崎市教育委員会規則第１号。以下「規則」という。）

第１３条の規定に基づき、規則その他別に定めるもののほか、スクー

ルカウンセラー及びスクールカウンセラー・スーパーバイザー（以下

「スクールカウンセラー等」という。）について、必要な事項を定め

るものとする。

 （職名）

第２条  スクールカウンセラー等の職名については、次のとおりとす

る。

（１）スクールカウンセラー（甲）

（２）スクールカウンセラー（乙）

（３）スクールカウンセラー・スーパーバイザー

（任用）

第３条 スクールカウンセラー等は、次により選考の上、教育委員会が

任命する。

（１）スクールカウンセラーは、次に掲げる資格等を有する者の中から、

選考する。

ア スクールカウンセラー（甲）

（ア）公認心理師

（イ）公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨

床心理士

（ウ）精神科医



（エ）児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験

を有し、学校教育法第１条に規定する大学の学長、副学長、学

部長、教授、准教授、講師（常時勤務をする者に限る）又は助

教の職にある者又はあった者

（オ）（ア）から（エ）までに掲げる者と同等以上の知識及び経験

を有すると認められる者

イ スクールカウンセラー（乙）

（ア）大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒

を対象とした相談業務について、１年以上経験を有する者 

（イ）大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は

児童生徒を対象にした相談業務について、５年以上経験を有

する者

（ウ）医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象にした相談業務に

ついて、１年以上経験を有する者

（エ）（ア）から（ウ）までに掲げる者と同等以上の知識及び経験

を有すると認められる者

（２）スクールカウンセラー・スーパーバイザーは、スクールカウンセ

 ラー（甲）のうち、高い人間性と豊富な知識と経験を有する者の中

から、選考する。

（任用期間）

第４条  スクールカウンセラー等の任用の期間は、その採用の日から

同日の属する会計年度の末日までとする。 

２  スクールカウンセラー等の任用期間がその採用の日の属する会計

年度の末日前に満了する場合において、業務の執行上必要と認める

ときは、前項に規定する期間の範囲内において、その任用期間を更新



することができる。この場合における更新の実施については、任用期

間満了時の業務の量、進捗状況、当該スクールカウンセラー等の勤務

実績及び能力等により判断するものとする。

 （勤務条件の明示）

第５条  スクールカウンセラー等の任用に際しては、その者に対して

任用期間、給与、勤務時間その他の勤務条件を明示しなければならな

い。

（業務内容、定数、勤務場所、勤務時間、週休日、休日等）

第６条 スクールカウンセラー等の業務内容、定数、勤務場所、勤務時

間、週休日等は、別表に定めるとおりとする。

２ 前項に定めるもののほか、スクールカウンセラー等が勤務する月

の勤務日数及び勤務時間については、あらかじめ本人の同意を得た

上で、前月までに川崎市総合教育センター所長（以下「所長」という。）

が割り振る。

３ 第１項に定めるもののほか、所長は、緊急対応が必要となった場合、

スクールカウンセラー等を配置する学校の校長の要請に基づき、あ

らかじめ本人の同意を得た上で、別表に規定する勤務時間を超えて、

又は休日に、１日につき８時間以内かつ３日間を限度として、スクー

ルカウンセラー等に対し、勤務を命ずることができる。ただし、緊急

対応が必要となった学校の校長の要請に基づき、限度を超えた勤務

を要する差し迫った理由があると所長が認め、あらかじめ本人の同

意を得ることができる場合については、この限りでない。

４ スクールカウンセラー等の休日については、川崎市職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例（昭和３４年川崎市条例第３０号。以

下「勤務時間条例」という。）第７条の例による。



 （週休日の振替等）

第７条  スクールカウンセラー等の週休日の振替等については、川崎

市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和元年川崎

市人事委員会規則第８号。以下「会計年度任用職員の勤務時間規則」

という。）第５条に定めるところによる。

 （休日の代休日）

第８条  スクールカウンセラー等の休日の代休日については、勤務時

間条例第７条の２の例による。

（時間外勤務等の制限）

第９条  育児又は介護を行うスクールカウンセラー等の深夜勤務及び

時間外勤務の制限については、勤務時間条例第８条の２の例による。

 （休暇）

第１０条 スクールカウンセラー等の年次休暇、特別休暇、病気休暇、

介護休暇及び介護時間については、会計年度任用職員の勤務時間規

則第６条から第１３条までに定めるところによる。

 （職務専念義務の免除）

第１１条  スクールカウンセラー等は、職員の職務に専念する義務の

特例に関する条例（昭和２６年川崎市条例第１７号）第２条の規定に

基づき職務に専念する義務の免除を受けることができる。

２ 前項の規定により職務に専念する義務の免除を受ける場合は、川

崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年川崎市条例

第１号）第８条の規定に基づき、給与を減額して支給する。ただし、

次に掲げる場合のいずれかに該当するときは減額しないものとする。

（１）川崎市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則（昭和４６

年川崎市人事委員会規則第８号）第２条第１項第６号から第１２



号までに掲げる場合

（２）セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、

育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談を行う場合

（３）人事評価に関する苦情相談を行う場合

（４）その他教育長が特に認める場合

（育児休業及び部分休業）

第１２条  スクールカウンセラー等の育児休業及び部分休業について

は、地方公務員法の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号）及び川崎市職員の育児休業等に関する条例（平成４年川崎市条例

第２号）の定めるところによる。

（基本報酬の額）

第１３条 スクールカウンセラー（甲）及びスクールカウンセラー・ス

ーパーバイザーの基本報酬の月額は、任用期間に係る総勤務時間数

に４，７４２円を乗じて得た額を勤務月数で除して小数点以下を切

り上げて得た額とし、任用期間を通じて毎月支給する。

２ スクールカウンセラー（乙）の基本報酬の月額は、任用期間に係る

総勤務時間数に２，８４５円を乗じて得た額を勤務月数で除して小

数点以下を切り上げて得た額とし、任用期間を通じて毎月支給する。

（社会保険の適用）

第１４条 スクールカウンセラー等に対する社会保険の適用について

は、健康保険法（大正１１年法律第７０号）、厚生年金保険法（昭和

２９年法律第１１５号）、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）

及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の定めるところによる。

（公務災害等の補償）

第１５条 スクールカウンセラー等の公務上の災害又は通勤による災



害に対する補償については、川崎市議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年川崎市条例第３５号）及

び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の定めるところ

による。

 （失職及び免職）

第１６条  スクールカウンセラー等が地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号。以下「法」という。）第２８条第４項の適用を受けると

きは、その職を失う。

２ 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、免職す

ることができる。

（１）法２８条第１項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、分限処分

として免職するとき。

（２）法第２９条第１項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、懲戒処

分として免職するとき。

（委任）

第１７条  規則及びこの要綱に定めるもののほか、スクールカウンセ

ラー等に関し必要な事項は、教育次長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

 （スクールカウンセラー等設置要綱の廃止）

２ スクールカウンセラー等設置要綱（平成１６年４月１日施行）は、

廃止する。

附 則

この要綱は、決裁の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。



附 則

この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附 則

 （施行期日） 

１  この要綱は、決裁の日から施行し、改正後の要綱は、令和４年８月

１日から適用する。

 （経過措置） 

２  この要綱の施行日前に改正前のスクールカウンセラー及びスーパ

ーバイザーに関する要綱第３条第２項の規定により現に任用したス

ーパーバイザーの職にある者の令和４年度の勤務時間は、改正後の

別表１スクールカウンセラー・スーパーバイザーの項１年間の勤務

時間の欄の規定にかかわらず、年間５２７時間２０分とする。 

３  この要綱の施行日以降に任用する改正後の第３条第２号に規定す

るスクールカウンセラー・スーパーバイザーの職にある者のうち、改

正後の別表１スクールカウンセラー・スーパーバイザーの項１年間

の勤務時間の欄ただし書の規定に該当する者以外の者の令和４年度

の勤務時間は、同欄本文の規定にかかわらず、年間４８０時間４０分

以内とする。 

４  この要綱の施行日以降に任用する改正後の第３条第２号に規定す

るスクールカウンセラー・スーパーバイザーの職にある者のうち、改

正後の別表１スクールカウンセラー・スーパーバイザーの項１年間

の勤務時間の欄ただし書に規定に該当する者の令和４年度の勤務時

間は、同欄ただし書の規定にかかわらず、年間６０６時間４０分以内



とする。 

別表第１（第２条関係）

職名 業務内容 定数
勤務

場所

１年間の

勤務時間

１週間の

勤務時間

勤務時間

(休憩時間) 
勤務日 週休日

スクー

ルカウ

ンセラ

ー

（甲）

(1)児童生徒へのカウンセ

リングに関すること。 

(2)児童生徒へのカウンセ

リング等に関する情報収

集・提供に関すること。 

(3)カウンセリング等に関

する教職員及び保護者に

対する助言・援助に関す

ること。 

(4)緊急の問題が生じた市

立学校におけるカウンセ

リングに関すること。 

(5)その他児童生徒へのカ

ウンセリング等に関し、

適当と認められる業務に

関すること。 

５０ 市立

中学

校又

は市

立高

等学

校

年間２９４時

間とする。た

だし、２８学

級以上の市立

中学校及び定

時制課程を置

く市立高等学

校について

は、年間４２

０時間とす

る。

週６時間程度

とする。ただ

し、２８学級

以上の市立中

学校及び定時

制課程を置く

市立高等学校

については、

週８時間程度

とする。

１日あたり７

時間４５分以

内とする（勤

務時間が６時

間を超える場

合は勤務時間

の途中におい

て１時間の休

憩を置く。）。

週１日

程度と

する。

土曜日

及び日

曜日

 スクー

ルカウ

ンセラ

ー

（乙）

(1)児童生徒へのカウンセ

ラーに関すること。 

(2)児童生徒へのカウンセ

リング等に関する情報収

集・提供に関すること。 

(3)カウンセリング等に関

する教職員及び保護者に

対する助言・援助に関す

ること。 

(4)緊急の問題が生じた市

立学校におけるカウンセ

リングに関すること。 

(5)その他児童生徒へのカ

ウンセリング等に関し、

適当と認められる業務に

関すること。 

 ０ 市立

中学

校又

は市

立高

等学

校

年間２９４時

間とする。た

だし、２８学

級以上の市立

中学校及び定

時制課程を置

く市立高等学

校について

は、年間４２

０時間とす

る。

週６時間程度

とする。ただ

し、２８学級

以上の市立中

学校及び定時

制課程を置く

市立高等学校

については、

週８時間程度

とする。

１日あたり７

時間４５分以

内とする（勤

務時間が６時

間を超える場

合は勤務時間

の途中におい

て１時間の休

憩を置く。）。

週１日

程度と

する。

土曜日

及び日

曜日

スクー

ルカウ

ンセラ

ー・ス

ーパー

バイザ

(1)児童生徒へのカウン

セラーに関すること。 

(2)児童生徒へのカウン

セリング等に関する情報

収集・提供に関するこ

と。 

 ７ 市立

中学

校又

は市

立高

等学

年間５７４時

間とする。た

だし、２８学

級以上の市立

中学校及び定

時制課程を置

週１１時間程

度とする。た

だし、２８学

級以上の市立

中学校及び定

時制課程を置

１日あたり７

時間４５分以

内とする（勤

務時間が６時

間を超える場

合は勤務時間

週２日

程度と

する。

土曜日

及び日

曜日



ー (3)カウンセリング等に

関する教職員及び保護者

に対する助言・援助に関

すること。 

(4)緊急の問題が生じた

市立学校におけるカウン

セリングに関すること。

(5)その他児童生徒への

カウンセリング等に関

し、適当と認められる業

務に関すること。 

(6)他のスクールカウン

セラーの指導・助言に関

すること。

(7)緊急の問題が生じた

市立学校におけるカウン

セリング等の調整に関す

ること。

(8)その他スクールカウ

ンセラー配置体制の充実

に資する業務に関するこ

と。

校 く市立高等学

校について

は、年間７０

０時間とす

る。

く市立高等学

校について

は、週１３時

間程度とす

る。

の途中におい

て１時間の休

憩を置く。）。


